
埼玉県介護老人保健施設整備利子補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 県は、介護老人保健施設の整備を促進するため、医療法人、社会福祉法人等（以

下「法人」という。）が、独立行政法人福祉医療機構及び年金福祉事業団（以下、「機構

等」という。）から、介護老人保健施設の整備を行う目的で資金を借入れ、それにかか

る利子（延滞利子を除く。以下「利子」という。）を支払った場合、当該法人に対し、

予算の範囲内において補助金を交付する。 

   また、平成２５年４月１日以降に機構等からの借入れを指定金融機関に借り換え、

それにかかる利子（借り換え時に発生する重複利子分は除く。）を支払った場合、当該

法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。 

   ただし、次の場合を除く。 

 （１） 平成１５年度以降に政令指定都市及び中核市において施設を整備する法人が機

構等から資金を借り入れた場合。 

 （２） 平成１６年度以降に施設を整備する法人が機構等から資金を借り入れた場合。 

 （３） 埼玉県暴力団排除条例（平成２３年埼玉県条例第３９号）（以下、「条例」とい

う。）第２条第１号に定める暴力団が施設を整備する場合。 

 （４） 条例第２条第２号に定める暴力団員が事業主または役員となっている法人が施

設を整備する場合。 

 （５） 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する法人が施設を整備する場合。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０年埼

玉県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めると

ころによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、「医療法人、社会福祉法人等」とは、医療法人、社会福祉法

人及び厚生労働大臣が定める者（昭和６３年１月１９日付け厚生省告示第１号の適用を

受ける者。（国を除く。））をいう。 

２ この要綱において、「指定金融機関」とは、県が別に定める金融機関をいう。 

（補助対象利子） 

第３条 補助の対象となる借入れ資金は、次の各号に該当するものとする。（土地取得資

金は除く。また、借り換えの場合は、既存借入れとの重複利子を除く。） 

 （１） 独立行政法人福祉医療機構の新築資金及び増改築資金。 

 （２） 年金福祉事業団の新築資金、増改築資金及び新築建物購入資金。 

 （３） （１）、（２）にかかる借入金の借り換えのための資金。 

（補助額） 

第４条 補助額は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの間において、機構等又は借り



換えた指定金融機関の償還計画により法人が償還する借入れ資金残高に年率１．５％を

乗じた額から補助対象利子に係る他の補助金を差し引いた額、又は法人が償還する補助

対象利子額から、補助対象利子に係る他の補助金を差し引いた額に２分の１を乗じて得

た額のうち、どちらか少ない額（千円未満切捨てとする。）とする。 

  但し、平成１１年度以前着工分に係るものについては、借入れ資金残高に年率２％を

乗じた額から補助対象利子に係る他の補助金を差し引いた額、又は法人が償還する補助

対象利子額から、補助対象利子に係る他の補助金を差し引いた額に４分の３を乗じて得

た額のうち、どちらか少ない額（千円未満切捨てとする。）とする。 

（交付条件） 

第５条 この補助金の交付の決定には、次の条件を付するものとする。 

 （１） 事業の内容を変更したときは、知事の承認を受けること。 

 （２） 事業の利子支払費に充当すること。 

 （３） 事業の遂行が困難となった場合は、すみやかに知事に報告すること。 

（借り換え条件） 

第６条 機構等からの借入れを指定金融機関に借り換え、その利子に対して補助金を交付

するにあたり、次の条件を付すものとする。 

 （１） 借り換える金融機関は、指定金融機関に限る。 

 （２） 従前の借入残高のみを一括で借り換えるものであること。 

 （３） 借り換え後の利率は、全期間固定金利であり、既存の機構等からの借入れ利率

より低率であること。 

 （４） 借り換え後の返済期間は、機構等への返済期間を超えないこと。 

 （５） 借り換え後の各年度の利子償還額が、借り換え前の各年度の利子償還額以下で

あること。 

 （６） 借り換え後の返済方法は、元金均等返済の１０日付け年４回払いとし、利子に

ついては後払いとすること。 

 （７） 県に事前協議を行い承認されている借入れであること。 

（補助金の不交付） 

第７条 県は、次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱による補助金を交付しな

いことができる。 

 （１） 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１０４条第１項各号のいずれかに該

当すると認めるとき。 

 （２） 当該法人又は介護老人保健施設の運営が法令に違反する等適正を欠くと認める

とき。 

 （３） 第６条に規定する条件を満たさずに指定金融機関へ借り換えたとき。 

 （４） その他、補助金交付の目的を有効に達することが困難と認めるとき。 

（申請書の様式等） 



第８条 規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第１号のとおりとする。 

２ 規則第４条第１項の申請書の提出期限は、毎年１０月３１日とする。ただし、借入資

金の最終資金交付日が９月３０日以降になるときに限り、当該年度の３月１０日とす

る。 

３ 規則第４条第１項の申請書の提出部数は、１部とする。 

（申請書の添付書類） 

第９条 規則第４条第２項第１号から第４号までに掲げる事項に係る書類は、これを要し

ない。 

２ 規則第４条第２項第５号に規定する知事の定める事項は、次のとおりとする。ただ

し、（２）については、記載事項に変更が生じたときを除き、当該補助対象資金に係る

２回目以降の申請には添付を要しない。 

 （１） 機構等又は機構から借り換えた指定金融機関発行の償還年次表の写し、又は、

納付書等当該年度の利子償還額のわかるもの（借入れ初年度で償還年次表の交付

を受けていない場合に限る） 

 （２） 機構等又は機構から借り換えた指定金融機関との金銭消費貸借契約書 

（交付決定通知書の様式） 

第１０条 規則第７条の交付決定通知書の様式は、様式第３号のとおりとする。 

（変更等申請手続） 

第１１条 この補助金の交付の決定を受けた者は、第５条第１項の承認を受けようとする

場合には、様式第２号により、申請を行わなければならない。 

２ 申請書の提出期限は、借り換え日から１０日以内とする。 

３ 申請書の提出部数は、１部とする。 

４ 申請書の添付書類は、第９条のとおりとする。 

（変更交付決定通知書の様式） 

第１２条 規則第７条の交付決定通知書の様式は、様式第４号のとおりとする。 

（交付の方法） 

第１３条 この補助金は、原則として、精算払いにより交付する。ただし、知事が必要と

認めた場合は、概算払いにより交付することもできる。 

（不交付決定通知書の様式） 

第１４条 県は、第７条の規定により補助金の不交付を決定したときは、申請した者に、

様式第５号により通知するものとする。 

（報告書の様式） 

第１５条 規則第１３条の報告書の様式は、様式第６号のとおりとする。 

（報告書の添付書類） 

第１６条 規則第１３条の報告書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければ

ならない。 



（１） 利子の払込みを証明する書類 

（２） 機構等又は機構から借り換えた指定金融機関発行の償還年次表の写し、又は、納

付書等当該年度の利子償還額のわかるもの（借入れ初年度で償還年次表の交付を受

けていない場合に限る） 

（実績報告書の提出時期） 

第１７条 規則第１３条の報告書の提出時期は、当該年度における利子の最終支払日から

１０日以内とする。ただし、借入れ初年度で最終資金交付日が当該年度の９月３０日以

降になるときに限り、当該年度の３月２０日とする。 

（書類の整備等） 

第１８条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備

え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の

翌会計年度から５年間保管しなければならない。 

（書類の提出） 

第１９条 規則に基づき知事に提出する書類は、補助事業者等から直接知事に提出するも

のとする。 

（その他） 

第２０条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は別途定める。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成４年９月２４日から施行し、平成４年４月１日から適用する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成１０年２月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成１１年４月２７日から施行し、平成１１年４月１日から適用する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成１２年１０月１２日から施行し、平成１２年４月１日から適用する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成１４年６月１４日から施行し、平成１４年４月１日から適用する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成１６年２月３日から施行し、平成１５年４月１日から適用する。 



 

  附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、令和３年６月１５日から施行する。 

 

 附 則 

 この要綱は、令和４年９月２１日から施行する。 


